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   西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン 清  

涼飲料水自動販売機設置事業者募集要項  

 

 

 この募集要項は、西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガー

デンにおいて清涼飲料水の自動販売機設置事業者を募集するため、必

要な手続について定めるものです。  

 この募集に参加を希望される方は、法令、西脇市の条例、規則、規

程及びこの募集要項によるほか、現地を確認し、現状等を承知された

うえでお申込みください。  

 

１  対象物件  

 ⑴  施設所在地      西脇市黒田庄町喜多 1518番地の１  

 ⑵  施設名称       西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォル

クスガーデン  

 ⑶  自動販売機設置場所  別紙図面参照  

 ⑷  設置台数       １台   

 ⑸  品   目       缶・ペットボトル  

 

２  自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項  

  別紙「自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項」のとおり  

 

３  設置期間  

  令和８年４月１日～令和９年３月 31日（１年）  

 

４  参加資格  

  参加者は個人又は法人、団体等で以下に該当しない者とします。  

 ⑴  地方自治法施行令第  167条の４第１項に規定する契約を締結す  

  る能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者  

 ⑵  西脇市税を滞納している者  

 

５  応募申込期間  

  令和８年２月 10日（火）～令和８年２月 24日（火）午後５時  

 

６  質問及び回答  

  自動販売機設置の仕様について疑義がある場合には、市に対して  

説明を求めることができます。  

 ⑴  受付期間   

   令和８年２月 10日（火）～令和８年２月 16日（月）  
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午前９時～午後５時  

 ⑵  提出方法   

指 定 の 書 式 「 質 問 書 （ ７ ペ ー ジ ） 」 に よ り 、 持 参 又 は フ ァ ク

シ ミ リ ・ 電 子 メ ー ル で 提 出 し て く だ さ い 。 電 話 や 口 頭 等 に よ る

質問は受付できません。  

 ⑶  あて先  

   西脇市産業活力再生部商工観光課  

   Ｆａｘ  0795-22-6987 

   e-mail shoukou@city.nishiwaki.lg.jp 

 ⑷  質問及び回答   

   西脇市ホームページに掲載します。  

   回答日時  令和８年２月 18日（水）予定  

 ⑸  その他    

   質問への回答内容はこの募集要項及び別紙「自動販売機の規格   

及 び 条 件 並 び に 遵 守 事 項 」 と 一 体 と な っ て 効 力 を 有 す る も の で

あ り 、 必 ず 質 問 及 び 回 答 を 確 認 し て く だ さ い 。 見 積 合 わ せ の 後 、

回 答 内 容 等 に つ い て の 不 知 又 は 不 明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立

てることはできません。  

 

７  現地確認  

  機種によって商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支  

障がある場合もあるため、必要な場合は事前に設置場所の確認を行

ってください。  

  この募集要項と現況が違う場合、現況が優先するものとします。  

 

８  納付金料率及び設置事業者の選考方法について  

  売上に対して一定の率（以下「納付金料率」という。）を乗じた  

金額を西脇市にお支払いいただきます。  

  応募者は、納付金料率を見積りしてください。納付金料率の最も

高い者を設置事業者として決定します。  

   

９  見積書  

 ⑴  見積りは所定の見積書を使用してください。本要項の８ページ   

に 書 式 が あ り ま す 。 ま た 、 西 脇 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も ダ ウ ン ロ

ードできます。  

 ⑵  見積書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確   

かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。  

 ⑶  脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印   

し て く だ さ い 。 た だ し 、 納 付 金 料 率 の 訂 正 は で き ま せ ん の で 御
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注意ください。  

 ⑷  納付金料率はアラビア数字（算用数字）を使用し、小数第一位   

まで記載してください。  

 ⑸  参加者は、提出した見積書の書き換え、引き換え又は撤回をす

ることはできません。  

 ⑹  前各号に違反する見積り及び次のいずれかに該当する見積りは、   

無効とします。  

  ア  参加資格のない者が行った見積り  

  イ  納付金料率を訂正した見積り（訂正印を押印していても無効    

になります。）  

  ウ  記入事項を判読できない見積り  

  エ  見積事項の一部又は全部が記入されていない見積り  

  オ  記名押印のない見積り  

  カ  送付先に到達期間内に到達しなかった見積り  

  キ  その他見積の条件に違反した見積り  

 

10 提出書類の提出方法等について  

 ⑴  提出書類   

  ア  見積書（指定様式）  

  イ  設置想定自動販売機仕様（様式任意）  

  ウ  販売想定清涼飲料水の品目がわかる資料（様式任意）  

 ⑵  提出方法   

   直接提出又は郵送による  

  ※  郵送した見積書の書き換え、引き換え、撤回はできません。  

 ⑶  受付期間   

   令和８年２月 10日（火）～令和８年２月 24日（火）午後５時  

  ※  期間後到着の郵送提出は無効となります。  

 ⑷  提出先   

   〒  677- 8511 

      西脇市下戸田  128番地の１  西脇市産業活力再生部商工観光課  

 

11 見積りの辞退  

 ⑴  見積書の提出後、見積合わせ実施までは見積参加を辞退するこ

とができます。  

 ⑵  見積参加を辞退する場合は、辞退届に記名押印のうえ、 西脇市

産業活力再生部商工観光課に辞退届を直接提出してください。  

 ⑶  見積参加を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受け   

るものではありません。  

 ⑷  受付期間   
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   令和８年２月 10日（火）～令和８年２月 24日（火）午後５時  

  ※  持参以外による辞退届の提出はできません。  

 ⑸  提出先   

   西脇市産業活力再生部商工観光課  

 ⑹  提出書類等   

   見積辞退届  

  ア  本募集要項の８ページ又は西脇市ホームページからもダウン    

ロードできます。  

  イ  見積辞退届には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用し    

て明確かつ明瞭に記入してください。  

  ウ  使用する印は見積書に押印した印鑑を使用してください。  

  エ  記名押印のないもの及び他の印鑑を使用した場合は辞退の扱

いになりませんので御注意ください。  

 

12 見積合わせ  

 ⑴  見積合わせ日  

   令和８年２月 24日（火）  

 ⑵  注意事項   

  ア  設置箇所ごとで見積もった納付金料率の最も高い者を当該箇     

   所の設置事業者として決定します。  

  イ  見積合わせの結果は、全ての見積書提出者に個別に連絡しま    

す。  

  ウ  見積結果については、設置事業者名及び納 付金料率を令和８    

年３月２日（月）以後にホームページで公表します。  

 ⑶  くじ引きの実施   

  ア  最高納付金料率の見積が複数ある場合は、下記の日程で、く    

じ 引 き を 実 施 し ま す 。 対 象 者 に は 担 当 か ら 会 場 を 連 絡 し ま す 。  

  イ  令和８年２月 27日（金）午後３時  

 

13 契約の締結  

  設置事業者は、令和８年３月６日（金）までに、自動販売機設置  

及び管理に関する契約を締結するものとします。  

 

14 設置事業者の決定の取消し  

  次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り  

消します。  

 ⑴  設置事業者が公募に参加できる者の資格等に該当しなくなった   

場合  

 ⑵  その他設置事業者が西脇市の契約の相手方として不適当と認め   
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られる場合  

 

15 その他の注意事項  

 ⑴  設置した自動販売機の倒壊、販売した飲料による食中毒、その   

他 構 造 上 の 欠 陥 等 に よ り 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 西 脇 市

の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る も の を 除 き 、 設 置 事 業 者 が そ の 賠

償の責めを負うものとします。  

 ⑵  西脇市は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する   

商 品 若 し く は 当 該 自 動 販 売 機 内 の 売 上 金 又 は 釣 銭 の 盗 難 又 は き

損 に つ い て 、 西 脇 市 の 責 め に 帰 す る こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 き 、

その責めを負いません。  

 ⑶  設置事業者には、自動販売機の月ごとの売上本数及び売上額を、   

年度ごとにとりまとめ、西脇市へ報告していただきます。  

 

16 参考データ  

 ⑴  施設の開館日時等  

９ 時 ～ 16時 （ 定 休 日 ： 毎 月 最 終 水 曜 日 及 び 12月 29日 か ら 翌 年

の１月３日まで）  

 ⑵  利用者数（単位：人）  

 

    

 

 ⑶  令和８年４月から、現在実施している軽食（モーニングやラン

チ ） や 喫 茶 （ コ ー ヒ ー 等 の ド リ ン ク ） の 提 供 を 一 部 停 止 し 、 自

動 販 売 機 を 設 置 す る こ と に よ り 、 フ ォ ル ク ス ガ ー デ ン に 訪 れ る

方の憩いの場として開放する予定です。  

 

17 問合せ先  

  西脇市産業活力再生部商工観光課  

   電  話  0795-22-3111（代）  

   Ｆａｘ  0795-22-6987 

   e-mail shoukou@city.nishiwaki.lg.jp 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R6 1,051 1,132 861 764 852 1,128 1,049 1,040 681 467 473 591 10,089

R5 621 701 524 852 750 883 984 894 856 670 768 835 9,338
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質  問  書  

 

  西脇市長  宛  

 

 

 

             （質問者）  

              住所又は所在地  

 

              商号又は名称  

 

             （担当者）  

              氏名  

              電話  

              Ｆａｘ  

              e-mail 

 

質問項目   

質問内容   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  質問項目については「募集要項Ｐ○○の○○○○について」等、

具体的に記入してください。  
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見  積  書  

 

  西脇市長  宛  

 

                   

              住所又は所在地  

 

              商号又は名称  

 

              代表者職氏名  

 

              （担当者）  

               氏名  

               電話  

               Ｆａｘ  

               e-mail 

 

 西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン清涼飲料水自

動販売機設置事業者募集要項に基づき、下記のとおり見積りします。  

 

 

記  

 

 

納付金料率           .  ％  

    

 

 

 

 

 

 

 

（同意事項）  

 ・当社（私）の西脇市税の納付状況を調べることに同意します。  

（注意）  

 ・販売価格の高低にかかわらず、納付金料率は、同率とします。  

 ・納付金料率は、小数点第１位まで記入してください。  

 ・黒インクのボールペン又は万年筆で鮮明に記入してください。  
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見  積  辞  退  届  

 

  西脇市長  宛  

 

              住所又は所在地  

 

              商号又は名称  

 

              代表者職氏名  

 

 

 西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン自動販売機設

置事業者募集において、都合により見積りを辞退します。  

 

（注意）  

・使用する印は見積書に押印した印鑑を使用してください。  

・記名押印のないもの並びに他の印鑑を使用した場合は 辞退の扱いに  

 なりませんので御注意ください。  

・黒インクのボールペン又は万年筆で鮮明に記入してください。  


